
 

審 議 会 等 の 会 議 録 

会議の名称 平成３０年度第４回座間市公営企業運営審議会 

開 催 日 時 平成３０年６月１４日（木）１３時３０分～１４時４０分 

開 催 場 所 座間市上下水道局庁舎 ４階 会議室 

出 席 者 

飛田昭委員、塩脇雅孝委員、角田厚子委員、井村健太郎委員、森繁委員、

長本享一委員、芥川とよ子委員、西村佳裕委員、西海愛子委員、大谷勝也

委員 

事 務 局 

上下水道局長、経営総務課長、水道施設課長、経営総務課経営係長、経営

総務課経理係長、経営総務課副主幹兼料金係長、水道施設課技幹兼管理係

長、水道施設課技幹兼工務係長、下水道施設課技幹兼整備係長、経営総務

課経営係主査 

公開の可否  □公開 □一部公開 ■非公開 傍聴人数        ０人 

非公開・一部 

公開とした理由 

審議会を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に支障が生じるお

それがあるため。 

議 題 ・答申書（案）について 

資料の名称 
【当日配布資料】 

・答申書（案）    

会議の内容 １ 開会、定足数の確認 

 

２ 議事 

（１）答申書（案）について 

 

【議長】 

 答申書（案）について、意見などがありましたら、ご指摘いただきた

いと思います。    

【委員】 

  「下水道使用料について」の「５．付帯意見」について、「常に効率

的な事業運営と経営の健全化」と記載がありますが、今後それをどのよ

うに進めていくのか、どの部分を削減していくのかなどをお示しいただ



 

ければより良いと思います。 

【委員】 

公共下水道事業会計について、下水道使用料の見直しをしなければ、

５年間で１２億７，２００万円程度の一般会計補助金を受ける必要があ

ると説明を受けました。そして、１２億７，２００万円分の一般会計補

助金を受けないためには平均改定率約１５．９６％の改定が必要となり

ますが、審議の結果、平均改定率は９．８１％に決定しました。その経

緯を説明した方が分かりやすいと思います。 

【委員】 

  給水人口が１３万２４２人と記載されていますが、どのように算出し

たのでしょうか。 

【事務局】 

  座間市全域からキャンプ座間を除いた部分を給水区域として、その給

水区域内人口から地下水専用水道利用者の人数を引いたものを給水人

口としています。 

【委員】 

  「下水道使用料について」の「３．審議経過」について、「住民の負担

可能額等を勘案し、平均改定率１６．０２％の改定を行った。」とありま

す。ここに「平成３０年までの３年間に対して」と入れた方が良いと思

います。 

【委員】 

  「下水道使用料について」の「３．審議経過」について、収益的収支

は黒字だが、資本的収支は赤字であり、合計では赤字になる、というこ

とを示した方が良いのではないでしょうか。 

【議長】 

  皆様からいただいた意見を踏まえて答申書を見直します。 

 

３ その他 

  特になし。 

 

４ 閉会 

 

 


